
の一部改 概要 

・ 業 生 を で 体化 
 所有者がその を たし、 の有する公 が 分発 されるよう措置 
１ 概 要 

(1)所有者が の を な 施業の  
 ① 等設置のために必要な他 の拋地について、拋地所有者等が の でも 用  

の設定を にするため、 の を設ける を公 すること等によ 、 を 
進められるよう措置する。 

 
  ② 所有者が、拱 に 伐が必要な （要 伐 ）の 伐を わない に、所有 

者が であ ても、 政の拍定によ 施業 者が 伐を うことができるようにす 
るな を する。 

 
 (2)無届伐採が われた の 政 の 設 

市町村 は、 無届による伐採について、所有者のいかんを問わず、災害発生のおそれ等 
があると認めるときは、 たな伐採の は伐採 の を わせるための を発
できるように措置する。 

 
 (3) 計画 の し 

所有者等が作成する の 施業計画を、 計画に改め、 
① 集約化を 提に、 の整備等を めた のある計画とする 

 
② 計画の作成主体は、 所有者の か、その を けて ・ に を  

う者（ 等）が計画を作成することとする等の改 を う。 
 

 (4) の拋地の所有者とな た の届  
   たに の拋地の所有者とな たものに届 拣 を することとする。 
 
 (5) 所有者等に する情報の 用等 
  ① 都道府県知事及び市町村 はその 有する情報を 用 以 の のために内部で  
   用できる。 

②都道府県知事及び市町村 は、 係する地方公共団体等に し 所有者等の に し 
必要な情報提供を求めることができる。 

  
(6)その他（国及び地方団体が講ずる措置） 

に係る 拘の な ・ の拋地の の 定のための措置・ に する
ータベースの整備等・施業の集約化等の事業の推進及・地方公共団体が う 等の
い入れに係る措置を設ける。 

  
２ 施 日 平成 24 4 月１日 （ただし一部を除く） 
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 抜粋 
（地方公共団体が う 等の 入れに係る財政上の措置） 
第 一条の  国は、地方公共団体が その他 の有する公 を す

ることが に必要であると認められる の 入れを うことができるよう、第
条第二項の規定による補助その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

＊参考 
（費用区分）  
第 条 国は、その う 施設事業によ を ける都道府県にその事業に要し

た費用の三分の一以内を負担させることができる。  
２ 国は、都道府県が う 施設事業に し、その要した費用の三分の二以内を補助す

ることができる。 

抜粋 


